
（参考資料3）  

特定健康診査等基本指針（案）  

簑二 背景及び趣旨  

我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を   

実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。しかしながら、急速   

な少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識の変化など、大きな環境変化に   

直面しており、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしてい   

くためには、その構造改革が急務となっている。  

このような状況に対応するため、国民誰しもの願いである健康と長寿を確保しつつ、   

医療真の伸びの抑制にも資することから、生活習慣病を中心とした疾病予防を重視する   

こととし、医療保険者による健診及び保健指導の充実を図る観点から、高齢者の医療の   

確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。）に基づいて、保   

険者（法第七条第二項に規定するものをいう。以下同じ。）は、被保険者及び被扶養者   

に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査及び健康診査の結果により健康の保持   

に努める必要がある者に対する保健指導を実施することとされた。  

本指針は、法第十八条第一項に基づき、特定健康診査（法第十八条第一項に規定する   

ものをいう。以下同じ。）及び特定保健指導（法第十八条第一項に規定するものをいう  

。以下同じ。）の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導（以   

下「特定健康診査等」という。）の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項   

並びに特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項を定めるものであり、法第十九   

条により、各保険者は、本指針に即して、五年ごとに、五年を一期として、特定健康診   

査等実施計画を定めるものとされている。  

なお、法第十一条に基づき、医療費適正化計画について、その作成年度の翌々年度に   

当該計画の進捗状況に関する評価が行われることを踏まえ、本指針についても、当該評   

価の時期にあわせて検討を行い、必要があると認めるときはこれを変更することとする  

。また、医療責適正化計画及び保険者の特定健康診査等実施計画が五年ごとの計画であ   

ることを踏まえ、本指針についても、五年ごとに検討を行い、必要があると認めるとき   

はこれを変更してい〈ものである。  

また、特定健康診査等の実施に当たっては、健康増進法（平成十四年法律第百三号）   

第九条第一項に規定する健康診査等指針に定める内容に留意する必要がある。  
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第二 特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項  

一 特定健康診査の実施方法に関する基本的な事項  

1 特定健康診査の基本的考え方  

（－） 国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々  

に増加し、次に七十五歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上  

昇している。これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の  

不健康な生活習慣がやがて糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症等（以下「糖  

尿病等」という。）の生活習慣病の発症を招き、外来通院及び投薬が始まり、  

生活習慣の改善がないままに、その後こうした疾患が重症化し、虚血性心疾患  

や脳卒中等の発症に至るという経過をたどることになる。  

このため、生活習慣の改善により、若い時からの糖尿病等の生活習慣病の予  

防対策を進め、糖尿病等を発症しない境界域の段階で留めることができれば、  

通院患者を減らすことができ、更には重症化や合併症の発症を抑え、入院患者  

を減らすことができ、この結果、国民の生活の質の維持及び向上を図りながら  

医療費の伸びの抑制を実現することが可能となる。  

（二） 糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因する場  

合が多く、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性  

心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、内臓脂肪症候群  

（メタポリツクシンドローム）の概念に基づき、その該当者及び予備群に対し  

、運動習慣の定着やバランスのとれた食生活などの生活習慣の改善を行うこと  

により、糖尿病等の生活習慣病や、これが重症化した虚血性心疾患、脳卒中等  

の発症リスクの低減を図ることが可能となる。  

（三） 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目  

的として、メタポリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少  

させるための特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うもの  

である。  

（四） 特定健康診査の項目については、法第二十条の厚生労働省令で定めるものと  

する。  

2 特定健康診査の実施に係る留意事項  

（－） 特定健康診査を実施するに当たっては、事業者健診との関係を考慮すること   

、被扶養者の居住地は様々であり、受診の利便を考慮する必要があること等、そ   

れぞれの実情を踏まえた実施方法とすること。  

（二） 特定健康診査の精度を適正に保つことは、受診者が健診結果を正確に比較し   

、生涯にわたり自身の健康管理を行うために重要である。このため、保険者は、   

特定健康診査を実施するに際しては、内部精度管理及び外部精度管理を適切に実  

施するよう努めるとともに、当該精度管理の状況を加入者に周知するよう努める  

こと。  
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（三） 保険者は、研修の実施等により、特定健康診査に係る業務に従事する者の知   

識及び技能の向上を図るよう努めること。  

3 事業者等が行う健康診断との関係（P）  

4 その他   

特定健康診査の記録の保存義務期間は、規則第○条に基づき、記録の作成の日か   

ら最低五年間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の   

末日までとなるが、保存期間の満了後は、保存してある記録を加入者の求めに応じ   

て当該加入者に提供するなど、加入者が生涯にわたり自己の健診情報を活用し、自   

己の健康づくりに役立てるための支援を行うよう努めること。  

特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項  

1 特定保健指導の基本的考え方  

（－） 特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣   

を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における   

課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持すること   

ができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的  

とするものである。  

（二） 特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導の対象者（第三の三及び第四の   

一において「メタポリツクシンドロームの該当者及び予備群」という。）を選定  

し階層化する基準、及び特定保健指導として行う積極的支援及び動機付け支援の  

内容については、法第二十四条の厚生労働省令で定めるものとする。  

2 特定保健指導の実施に係る留意事項  

（－） 特定保健指導を実施するに当たっては、加入者が利便よく利用できるよう配  

慮すること。  

（二） 特定保健指導を実施するに当たっては、対象者に必要な行動変容に関する情   

報を提示し、自己決定出来るよう支援することが重要であること。また、生活習   

慣改善の必要性や行動変容の準備状況によってその支援内容、方法及び頻度が異  

なることに留意すること。  

（三） 保険者は、研修の実施等により、特定保健指導に係る業務に従事する者の知  

識及び技能の向上を図るよう努めること。  

3 事業者等が行う保健指導との関係（P）  

4 その他  

（－） 特定保健指導の記録の保存義務期間は、規則第○条に基づき、記録の作成の  
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日から最低五年問又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌   

年度の末日までとなるが、保険者は、記録の保存期間の満了後に保存してある記   

録を加入者の求めに応じて当該加入者に提供するなど、加入者が特定保健指導の   

意義及び結果を認識し、生涯にわたり自己の健康づくりを行うための支援を行う   

よう努めること。  

（二） 保険者は、加入者の健康の保持及び増進のため、特定健康診査の結果及び診   

療報酬明細書等の情報を活用し、特定保健指導の対象とはならないが、受診の勧   

奨その他の保健指導を積極的に行う必要がある者を選定し、これらの者に対する   

特定保健指導以外の保健指導の実施にも努めること。   

特定健康診査等の実施における個人情報の保護   

1特定健康診査の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法   

律第五十七号）及び同法に基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者における   

個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成十六年十二月二十四日医政   

発第一二二四00一号・薬食発第一ニニ四00二号・老発第一二二四00二号厚生  

労働省医政局長通知■医薬食品局長通知・老健局長通知）、「健康保険組合等にお   

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成十六年十二月二十七日   

保発第一二ニセ00一号厚生労働省保険局長通知）等）等に定める役員t職員の義   

務（データの正確性の確保、漏洩防止措置、従業者の監督、委託先の監督）につい   

て周知徹底をするとともに、保険者において定めている情報セキュリティポリシー   

についても周知徹底を図り、個人情報の漏洩防止に細心の注意を払うこと。   

2 被用者保険の被保険者に係る特定健康診査のデータについては、被用者保険の被   

保険者に対する就業上の不利益取扱いを未然に防ぐ観点から、事業者への特定健康   
診査のデータの流出防止措置を講じること。  
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第三 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項  

特定健康診査の実施に係る目標   

平成二十四年度における特定健康診査の実施率を七十パーセントにすること。  

各保険者の目標は次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。  

1 健康保険組合（健康保険法第十一条第一項の規定により設立されたものに限る  

。）及び法第七条第二項に規定する共済組合並びに日本私学振興・共済事業団の加   

入者に係る特定健康診査の実施率 八十パーセント（四十歳以上の加入者に占める   

被扶養者の割合が○・二五を超える保険者にあっては、当該割合に○・二を乗じて   

得た値を○・八五から減じて得た値とする。）   

2 政府管葺健康保険、健康保険組合（健康保険法第十一条第二項の規定により設立   

されたものに限る。）及び国民健康保険組合の加入者に係る特定健康診査の実施率  

七十パーセント  

3 市町村国保の加入者に係る特定健康診査の実施率 六十五パーセント  

特定保健指導の実施に係る目標  

平成二十四年度における特定保健指導の実施率を四十五パーセントにすること。  

各保険者の目標についても、これを踏まえて設定すること。  

特定健康診査等の実施の成果に係る目標   

平成二十四年度において、平成二十年度と比較したメタポリックシンドロームの該  

当者及び予備群の減少率を十パーセント以上とすること。   

各保険者の目標についても、これを踏まえて設定すること。  
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第四 特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項   

保険者が特定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」とい  

う。）において定める事項は次に掲げるとおりとし、保険者は、加入者数、加入者の年  

齢構成、地域的条件等の実情を考慮して、特定健康診査等の効率的かつ効果的な実施に  

資するよう特定健康診査等実施計画を作成すること。   

一 連成しようとする目標   

特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率並びにメタポリックシンドロームの  

該当者及び予備群の減少率に係る目標を、第三の各号に即し、各保険者の実情を踏ま  

えて定めること。その際、第三の一及びこについては、各年度の目標値も定めること   

○   

特定健康診査等の対象者数に関する事項  

特定健康診査等の対象者数（事業者健診の受診者等を除外した、保険者として実施  

すべき数）の見込み（計画期間中の各年度の見込み）を推計し、記載すること。  

特定健康診査等の実施方法に関する事項  

1 実施場所、実施項目、実施時期又は期間、外部委託の有無、外部委託契約の契約   

形態、外部委託者の選定に当たっての考え方、周知や案内の方法、事業者健診等の   

健診受診者のデータ収集方法等を定めること。  

2 特定健康診査等を実施するに当たり、保険者（複数の保険者を代表する保険者を   

含む。本項において同じ。）と健診機関の全国組織との間における健診契約の締結  

、又は市町村の国民健康保険がその被保険者に対して用意する特定健康診査等の枠   

組みを保険者が利用する契約の締結を行う場合には、これらの契約関係者の名称そ   

の他のこれら契約形態に関する事項を記載すること。   

3 特定健康診査の受診券又は特定保健指導の利用券を交付する場合には、これらの   

様式及びこれらの交付時期について定めること。  

4 特定健康診査等の費用の支払及びデータの送信事務に閲し、代行機関（保険者間   

又は保険者及び健診機関・保健指導機関間における特定健康診査等に要する責用の   

請求及び支払を円滑に行うことを目的とする機関であって、支払代行や請求等の事   

務のために健診機関t保健指導機関及び保険者の情報を管理する機能、簡単な事務  
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点検のために契約情報・受診券又は利用券情報を管理する機能、健診機関等から送  

付された健診データの読み込み、確認及び保険者への振り分け機能、契約内容との  

整合性、対象者の受診資格の有無等を確認する機能、特定保健指導の開始時期及び  

終了時期を管理する機能、請求及び支払代行等の機能等を有する者をいう。）を利  

用する場合には、当該機関の名称を記載すること。  

5 特定保健指導の対象者を抽出し、重点化して行う場合には、その方法を記載する   

こと。  

6 実施に関する年間のスケジュールその他必要な事項を定めること。  

四 個人情報の保護に関する事項  

1 特定健康診査等の記録の保存方法、体制、保存に係る外部委託の有無について定   

めること。外部委託をする場合には、外部委託先を記載すること。   

2 特定健康診査等の記録の管理に関するルール（第二の三に掲げる法律及びガイド   

ライン、保険者において既に定めている情報セキュリティポリシー等のルール）に   

ついて定めること。  

五 特定健康診査等実施計画の公表及び周知に関する事項  

特定健康診査等実施計画の公表方法、特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の   

方法（広報誌やホームページヘの掲載等の利用）等を定めること。なお、特定健康診   

査等を実施する趣旨については、第二の－の1及びこの1を参考にすること。  

六 特定健康診査等実施計画の評価及び見直しに関する事項  

1 特定健康診査等の実施及び成果に係る目標の達成状況、その他の特定健康診査等   

実施計画の評価方法について定めること。   

2 1に基づく評価に伴う特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方を定める   

こと。  

七 その他特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項  
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